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【新旧対照表（抄）】熊本市避難所開設・運営マニュアル（避難所開設・運営編）（令和６年（2024年）３月改訂版） 

改訂後 改訂前 

第１章 避難所開設・運営の基本方針 

 ２．避難所開設・運営の３つの方針 

  方針３ 情報収集・物資供給の強化を図ります。（P2） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．避難所運営委員会による避難所開設・運営・閉鎖までの全体的な流れ 

  【災害発生】１時間～３時間 

   ⑥ 避難者の受け入れ（P4） 

    ●避難者受付(様式-５「避難者受付票」参照)、避難者名簿(様式-６「避難者

名簿記入用紙」参照)、ペット台帳(様式-18「ペット飼育管理簿」参照)等を

準備 

 

第２章 避難所運営の具体的な流れ 

 １．初動期（災害発生当日）の対応 

  （1）避難所開設・運営の手順 

   ③避難所の開設準備（P5） 

    □ 関係者の体温・体調確認（マスク着用、手指消毒等感染防止対策に努め

る） 

    □ 「様式-１：避難所開設チェックリスト」を基に開設準備を実施 

    □ 避難所運営委員会の参集状況を確認 

     ※事前に作成した「避難所運営委員会 委員名簿【参考‐４】」と「避難所

運営委員会 運営班名簿【参考‐５】」を活用 

     ※参集できない避難所運営委員が発生した場合は、地域の避難者から協力者

を募集 

第１章 避難所開設・運営の基本方針 

 ２．避難所開設・運営の３つの方針 

  方針３ 情報収集・物資供給の強化を図ります。（P2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．避難所運営委員会による避難所開設・運営・閉鎖までの全体的な流れ 

  【災害発生】１時間～３時間 

   ⑥ 避難者の受け入れ（P4） 

    ●避難者受付(様式-５「避難者受付簿」参照)、避難者名簿(様式-６「避難者

名簿記入用紙」参照)、ペット台帳(様式-18「ペット飼育管理簿」参照)等を

準備 

 

第２章 避難所運営の具体的な流れ 

 １．初動期（災害発生当日）の対応 

  （1）避難所開設・運営の手順 

   ③避難所の開設準備（P5） 

    □ 関係者の体温・体調確認（マスク着用、手指消毒等感染防止対策に努め

る） 

    □ 「様式-１：避難所開設チェックリスト」を基に開設準備を実施 

    □ 避難所運営委員会の参集状況を確認 

     ※事前に作成した「避難所運営委員会 委員名簿【参考‐４】」と「避難所

運営委員会 運営班名簿【参考‐５】」を活用 

     ※参集できない避難所運営委員が発生した場合は、地域の避難者から協力者

を募集 

食料・物資等の配布 

●災害対策本部は、区対策部からの報告を基に、必

要な食料・物資を各避難所運営委員会に直接搬送 

●各避難所運営委員会は、避難所に受け取りに来る

地域の避難場所や在宅避難者及び屋外（車中）避

難者にも公平に配布 

●下水道が被災してトイレが使用できないときは、

災害協定に基づき避難所などに仮設トイレを設

置します。 

食料・物資 の配布 

●災害対策本部は、区対策部からの報告を基に、必

要な食料・物資を各避難所運営委員会に直接搬送 

●各避難所運営委員会は、避難所に受け取りに来る

地域の避難場所や在宅避難者及び屋外（車中）避

難者にも公平に配布 

（新設） 
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改訂後 改訂前 

    □ 事前に作成した「緊急時連絡先一覧【参考‐２】」を用いて緊急時連絡先

を確認 

    □ 事前に身体的距離を考慮し作成した「居住スペース等の割り振り」を確認

し、割り振りを実施 

    □ AED（自動体外式除細動器）の設置場所や使用可否を確認 

    □ 車両の整理 

    □ 避難所運営本部の設置、事前に作成した「避難所のルール【参考-９】」を

掲示 

    □ 「様式-５：避難者受付票」、「様式-６：避難者名簿記入用紙」、「様式-

７：避難所記録用紙」及び「様式-８：駐車許可証」の準備 ⇒開設準備が

整い次第、区対策部へ報告 

    □ くまもとアプリ受付用の二次元コードを掲示 

   ④避難所の開設 ※避難者の受け入れ（入室）開始（P6） 

    □ 避難者受け入れの準備完了後、マスク着用の徹底等の感染防止対策への協

力を呼び掛け、避難者を避難所に誘導する（マスクを持参していない者へ

は配布する） 

    □ 入口に消毒液を設置し、避難所に入る際には手指消毒してもらう（アレル

ギー等特別な理由がある場合を除くが、手洗い等の対策を高じてもらうよ

う説明する） 

    □ 入口で体温測定し、記録表に記載する（長期化する場合は朝・夕検温し、

記録） 

     ※車中泊の避難者についても、建物に出入りする際は体温・体調を記録し、

体調不良者がいる場合は速やかに本部へ申し出てもらうよう説明する 

    □ 避難者（代表者）にくまもとアプリ、マイナンバーカード、「様式-５：避

難者受付票」記入のいずれかの受付手続きを行ってもらうとともに、世帯

ごとに「様式-６：避難者名簿記入用紙」を配布、又はオンライン回答を

案内 

     ※くまもとアプリでは、避難所に掲示する受付用二次元コードを読み込み簡

単なアンケートへ回答することで受付手続きが可能（アプリに表示される

受付完了画面を受付担当者へ提示） 

※マイナンバーカード、「様式-５：避難者受付票」記入の受付方式は、避難

所担当職員による受付システムの操作が必要 

     ※避難所担当職員不在時は、くまもとアプリ、「様式-５：避難者受付票」記

入（回収した様式５を別途職員がシステム入力）のいずれかの方式で受付 

     ※「様式-６：避難者名簿記入用紙」は、避難所運営が落ち着く 3 日目程度

    □ 事前に作成した「緊急時連絡先一覧【参考‐２】」を用いて緊急時連絡先

を確認 

    □ 事前に身体的距離を考慮し作成した「居住スペース等の割り振り」を確認

し、割り振りを実施 

    □ AED（自動体外式除細動器）の設置場所や使用可否を確認 

    □ 車両の整理 

    □ 避難所運営本部の設置、事前に作成した「避難所のルール【参考-９】」を

掲示 

    □ 「様式-５：避難者受付簿」、「様式-６：避難者名簿記入用紙」、「様式-

７：避難所記録用紙」及び「様式-８：駐車許可証」の準備 ⇒開設準備が

整い次第、区対策部へ報告 

    （新設） 

   ④避難所の開設 ※避難者の受け入れ（入室）開始（P6） 

    □ 避難者受け入れの準備完了後、マスク着用の徹底等の感染防止対策への協

力を呼び掛け、避難者を避難所に誘導する（マスクを持参していない者へ

は配布する） 

    □ 入口に消毒液を設置し、避難所に入る際には手指消毒してもらう（アレル

ギー等特別な理由がある場合を除くが、手洗い等の対策を高じてもらうよ

う説明する） 

    □ 入口で体温測定し、記録表に記載する（長期化する場合は朝・夕検温し、

記録） 

     ※車中泊の避難者についても、建物に出入りする際は体温・体調を記録し、

体調不良者がいる場合は速やかに本部へ申し出てもらうよう説明する 

    □ 避難者     に                  「様式-５：避

難者受付簿」記入           を行ってもらうとともに、世帯

数分の「様式-６：避難者名簿記入用紙」を配布            

   

     （新設） 

       

 

     （新設） 

 

     （新設） 

 

     ※「様式-６：避難者名簿記入用紙」は、避難所運営が落ち着く 3 日目程度
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改訂後 改訂前 

を目途に回収する 

     ※「様式-６：避難者名簿記入用紙」について、紙及びオンラインにて受領

した回答内容を避難所担当職員にてとりまとめてデータ管理（名簿に関す

る照会依頼も避難所担当職員にて対応） 

     ※「各方式での避難所受付フロー」をＰ53～に掲載していますので、ご参考

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※自動車を利用する避難者には、「様式-８：駐車許可証」を発行 

     ※ペットを同行した避難者は「ペットスペース」に案内し、「様式-18：ペッ

ト飼育管理簿」に記載 

    □ 受付時に発熱症状等のあった体調不良者を「保健室」へ案内（導線に注

意）併せて区対策部にも連絡 

    □ 避難者のうち、特に配慮が必要な方及びその家族は「福祉避難室」に案内 

     ⇒医療・救護等が必要な要配慮者がいる場合は、区対策部へ報告し、区保健

福祉部の派遣を要請 

を目途に回収する 

     （新設） 

       

       

     （新設） 

       

     （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※自動車を利用する避難者には、「様式-８：駐車許可証」を発行 

     ※ペットを同行した避難者は「ペットスペース」に案内し、「様式-18：ペッ

ト飼育管理簿」に記載 

    □ 受付時に発熱症状等のあった体調不良者を「保健室」へ案内（導線に注

意）併せて区対策部にも連絡 

    □ 避難者のうち、特に配慮が必要な方及びその家族は「福祉避難室」に案内 

     ⇒医療・救護等が必要な要配慮者がいる場合は、区対策部へ報告し、区保健

福祉部の派遣を要請 
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改訂後 改訂前 

    □ 避難者の中から医療従事者を募り協力要請 

    □ 居住組を編成し、「様式-４：避難所運営委員会名簿」に組長の連絡先等を

記載 

     ※居住組の組長は、この時点から避難所運営委員会に参加 

    □                「様式-７：避難所記録用紙」を作成 

     ※地域の避難場所、在宅避難者、屋外（車中）避難者の情報収集も実施 

     ⇒避難者数を区対策部へ報告（避難者数はわかる範囲で早めに報告） 

    □ 避難者への「避難所のルール【参考-９】」を説明 

    □ 非常用設備及び物資の確認 

    □ 「様式-１：避難所開設チェックリスト」を作成 ⇒作成結果を区対策部へ

報告 

   『２．避難所開設期（～３日目程度）の対応』（１２ページ）へ 

 

  （2）初動期のポイント 

   ②避難所のスペースの割り振り 

    【体育館のスペースの割り振り（例）】（P10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    □ 避難者の中から医療従事者を募り協力要請 

    □ 居住組を編成し、「様式-４：避難所運営委員会名簿」に組長の連絡先等を

記載 

     ※居住組の組長は、この時点から避難所運営委員会に参加 

    □ 「様式-５：避難者受付簿」及び「様式-７：避難所記録用紙」を作成 

     ※地域の避難場所、在宅避難者、屋外（車中）避難者の情報収集も実施 

     ⇒避難者数を区対策部へ報告（避難者数はわかる範囲で早めに報告） 

    □ 避難者への「避難所のルール【参考-９】」を説明 

    □ 非常用設備及び物資の確認 

    □ 「様式-１：避難所開設チェックリスト」を作成 ⇒作成結果を区対策部へ

報告 

   『２．避難所開設期（～３日目程度）の対応』（１１ページ）へ 

 

  （2）初動期のポイント 

   ②避難所のスペースの割り振り 

    【体育館のスペースの割り振り（例）】（P10） 
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改訂後 改訂前 

   ③避難者の受け入れ（P11） 

    □ 自動車を利用する避難者には、「様式-８：駐車許可証」を発行し、ダッシ

ュボードに置き、決められた駐車スペースに駐車 

     ※その際、「様式-６：避難者名簿記入用紙」（避難所担当職員がデータ管

理）の⑥車種・色・ナンバーを基に管理します。 

 

第３章 運営班の業務 

 １．総務班の対応 

  （2）避難者の受付 

   ①受付の設置・避難者受付票などへの記入（P18） 

    □ 受付を設置し、避難者    にくまもとアプリ、マイナンバーカード、

「様式-５：避難者受付票」 記入のいずれかの受付手続きを行ってもらう

とともに、世帯ごとに「様式-６：避難者名簿記入用紙」を配布、又はオン

ライン回答を案内します。 

    □ 受付の担当時間帯や交代制を検討します。 

    □ 要配慮者の受付については、プライバシーに配慮したうえで、それぞれの

特性に応じて柔軟に対応します（環境変化にストレスを感じやすい発達障が

い者等）。 

    □ ペット同行の場合は、「様式-18：ペット飼育管理簿」にも記入し、「ペッ

ト飼育のルール【参考-９】」を配布し説明します。 

    □ 避難所開設から３日目程度を目途に、「様式-６：避難者名簿記入用紙」を

回収し、「様式-７：避難所記録用紙」に入所者を記録します。 

＜受付の注意事項＞ 

● くまもとアプリでは、避難所に掲示する受付用二次元コードを読み込み

簡単なアンケートへ回答することで受付手続きが可能（アプリに表示され

る受付完了画面を受付担当者へ提示） 

● マイナンバーカード、「様式-５：避難者受付票」記入の受付方式は、避

難所担当職員による受付システムの操作が必要 

● 避難所担当職員不在時は、くまもとアプリ、「様式-５：避難者受付票」

記入（回収した様式５を別途職員がシステム入力）のいずれかの方式で受

付 

● 「様式-６：避難者名簿記入用紙」は世帯（家族）ごとに作成してもら

う 

● 「様式-６：避難者名簿記入用紙」について、紙及びオンラインにて受

領した回答内容を避難所担当職員にてとりまとめてデータ管理（名簿に関

   ③避難者の受け入れ（P11） 

    □ 自動車を利用する避難者には、「様式-８：駐車許可証」を発行し、ダッシ

ュボードに置き、決められた駐車スペースに駐車 

     ※その際、「様式-６：避難者名簿記入用紙」             

  の⑥車種・色・ナンバーを基に管理します。 

 

第３章 運営班の業務 

 １．総務班の対応 

  （2）避難者の受付 

   ①受付の設置・避難者受付簿などへの記入（P18） 

    □ 受付を設置し、避難者の代表者に                  

「様式-５：避難者受付簿」の記入           を行ってもらう

とともに、世帯数分の「様式-６：避難者名簿記入用紙」を配布      

        します。 

    □ 受付の担当時間帯や交代制を検討します。 

    □ 要配慮者の受付については、プライバシーに配慮したうえで、それぞれの

特性に応じて柔軟に対応します（環境変化にストレスを感じやすい発達障が

い者等）。 

    □ ペット同行の場合は、「様式-18：ペット飼育管理簿」にも記入し、「ペッ

ト飼育のルール【参考-９】」を配布し説明します。 

    □ 避難所開設から３日目程度を目途に、「様式-６：避難者名簿記入用紙」を

回収し、「様式-７：避難所記録用紙」に入所者を記録します。 

＜受付の注意事項＞ 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

  

● 「様式-６：避難者名簿記入用紙」は世帯（家族）ごとに作成してもら

う 

（新設） 
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改訂後 改訂前 

する照会依頼も避難所担当職員にて対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 記入事項に漏れがないか確認する 

● 安否確認のための情報開示について、同意・不同意の旨を確認する 

● 避難所運営への協力のため、特技や資格も記入してもらうよう協力を求

める 

● 高齢者、障がい者、難病、アレルギー疾患等の慢性疾患患者、妊産婦、

乳幼児、女性など、避難生活で特に配慮を要することがあるかどうかを確

認し、福祉班と協力し対応にあたる 

● 外国人で日本語が不自由な場合は、一般財団法人 熊本市国際交流振興

事業団（熊本市国際交流会館）へ連絡する（電話番号 096-359-2020） 

 

  （3）退所者の受付 

   ①退所の申し出があったら（P20） 

  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 記入事項に漏れがないか確認する 

● 安否確認のための情報開示について、同意・不同意の旨を確認する 

● 避難所運営への協力のため、特技や資格も記入してもらうよう協力を求

める 

● 高齢者、障がい者、難病、アレルギー疾患等の慢性疾患患者、妊産婦、

乳幼児、女性など、避難生活で特に配慮を要することがあるかどうかを確

認し、福祉班と協力し対応にあたる 

● 外国人で日本語が不自由な場合は、一般財団法人 熊本市国際交流振興

事業団（熊本市国際交流会館）へ連絡する（電話番号 096-359-2020） 

 

  （3）退所者の受付 

   ①退所の申し出があったら（P20） 
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    □ 「様式-６：避難者名簿記入用紙」（避難所担当職員がデータ管理）に退所

日等を記入します。 

 

  （4）在宅避難者・屋外（車中）避難者の名簿作成・管理（P20） 

    □ 避難所周辺の在宅避難者や屋外（車中）避難者にも、「様式-６：避難者名

簿記入用紙」を配布し、「様式-７：避難所記録用紙」に記録し管理します。 

    □ 自動車を利用する避難者には、「様式-８：駐車許可証」を発行し、ダッシ

ュボードに置き、決められた駐車スペースに駐車してもらいます。その際、

「様式-６：避難者名簿記入用紙」（避難所担当職員がデータ管理）の⑥車

種・色・ナンバーを基に管理します。 

 

 ２．情報班の対応 

  （3）安否確認、避難者の呼び出し 

   ①安否確認（P24） 

    □ 入所中の避難者宛てに電話があった場合、「様式-６：避難者名簿記入用

紙」（避難所担当職員がデータ管理）で該当者を確認し、安否確認のための

情報開示に対する同意者である場合のみ対応します。 

    □ 不同意者の場合は取り次がず、受信日時、伝言内容、相手方の氏名や連絡

先を聞き取りメモし、該当者に伝えます。 

   ②避難者の呼び出し（P24） 

    □ 入所中の避難者宛てに来客があった場合、「様式-６：避難者名簿記入用

紙」（避難所担当職員がデータ管理）で該当者を確認し、安否確認のための

情報開示に対する同意者である場合のみ対応します。 

 

  （4）郵便物・宅配便の取り次ぎ（P24） 

    □ 入所中の避難者宛てに郵便物・宅配便が届いた場合、「様式-６：避難者名

簿記入用紙」（避難所担当職員がデータ管理）で 該当者がいるか確認しま

す。 

 

 ４．福祉班の対応 

  （1）配慮が必要な人の把握 

   ①情報の把握（P27） 

    □ 総務班と連携し、避難者のうち、配慮が必要な人について、「様式-６：避

難者名簿記入用紙」（避難所担当職員がデータ管理）等を基に把握します。 

   ②聞き取り（P27） 

    □ 「様式-６：避難者名簿記入用紙」               に退所

日等を記入します。 

 

  （4）在宅避難者・屋外（車中）避難者の名簿作成・管理（P20） 

    □ 避難所周辺の在宅避難者や屋外（車中）避難者にも、「様式-６：避難者名

簿記入用紙」を配布し、「様式-７：避難所記録用紙」に記録し管理します。 

    □ 自動車を利用する避難者には、「様式-８：駐車許可証」を発行し、ダッシ

ュボードに置き、決められた駐車スペースに駐車してもらいます。その際、

「様式-６：避難者名簿記入用紙」               の⑥車

種・色・ナンバーを基に管理します。 

 

 ２．情報班の対応 

  （3）安否確認、避難者の呼び出し 

   ①安否確認（P24） 

    □ 入所中の避難者宛てに電話があった場合、「様式-６：避難者名簿記入用

紙」               で該当者を確認し、安否確認のための

情報開示に対する同意者である場合のみ対応します。 

    □ 不同意者の場合は取り次がず、受信日時、伝言内容、相手方の氏名や連絡

先を聞き取りメモし、該当者に伝えます。 

   ②避難者の呼び出し（P24） 

    □ 入所中の避難者宛てに来客があった場合、「様式-６：避難者名簿記入用

紙」               で該当者を確認し、安否確認のための

情報開示に対する同意者である場合のみ対応します。 

 

  （4）郵便物・宅配便の取り次ぎ（P24） 

    □ 入所中の避難者宛てに郵便物・宅配便が届いた場合、「様式-６：避難者名

簿記入用紙」               で 該当者がいるか確認しま

す。 

 

 ４．福祉班の対応 

  （1）配慮が必要な人の把握 

   ①情報の把握（P27） 

    □ 総務班と連携し、避難者のうち、配慮が必要な人について、「様式-６：避

難者名簿記入用紙」               等を基に把握します。 

   ②聞き取り（P27） 
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    □ 民生委員、保健師などの協力を得て、本人や家族などから支援に必要な情

報を聞き取ります。 

    □ 聞き取った事項はメモし、「様式-６：避難者名簿記入用紙」（避難所担当職

員がデータ管理）に追記します。 

 

   （10）その他（P30） 

    □ 「様式-６：避難者名簿記入用紙」（避難所担当職員がデータ管理）などか

ら、避難者の中に要配慮者の支援が可能な人（保健師、介護福祉士などの専

門職員や、手話や外国語ができる人など）がいないか確認し、協力を依頼し

ます。 

 

 ７．環境・衛生班の対応 

  （3）生活用水の確保・管理    

   ①生活用水の確保（P36） 

    □ 避難所で使う水は用途に応じて明確に区分します。 

    □ 飲料水が不足する場合は、食料班に依頼します。（飲料水は食料班が保

管・管理します） 

    □ 貯水機能付給水管を設置している小学校については、備品であるホース及

び給水栓の設置を行い給水する。 

    【水の用途別区分】 

用途 飲料水 
給水車の

水 

ろ水器などでろ過

した水 

プールや河川

の水 

飲料、調理 〇 〇 × × 

手洗い、洗顔、 

歯磨き、食器

洗い 

〇 〇 × × 

風呂、洗濯 
使用しな

い 
〇 〇 × 

トイレ 
使用しな

い 
〇 〇 〇 

医療ケア用の

水 
〇 〇 × × 

     ※熊本市では、地震等の災害により広域的な断水が発生した場合において、

上水道が復旧するまでの間、これを補完するものとして、民間の事業者が

    □ 民生委員、保健師などの協力を得て、本人や家族などから支援に必要な情

報を聞き取ります。 

    □ 聞き取った事項はメモし、「様式-６：避難者名簿記入用紙」        

        に追記します。 

 

   （10）その他（P30） 

    □ 「様式-６：避難者名簿記入用紙」              などか

ら、避難者の中に要配慮者の支援が可能な人（保健師、介護福祉士などの専

門職員や、手話や外国語ができる人など）がいないか確認し、協力を依頼し

ます。 

 

 ７．環境・衛生班の対応 

  （3）生活用水の確保・管理    

   ①生活用水の確保（P36） 

    □ 避難所で使う水は用途に応じて明確に区分します。 

    □ 飲料水が不足する場合は、食料班に依頼します。（飲料水は食料班が保

管・管理します） 

    □ 貯水機能付給水管を設置している小学校については、備品であるホース及

び給水栓の設置を行い給水する。 

    【水の用途別区分】 

用途 飲料水 
給水車の

水 

ろ水器などでろ過

した水 

プールや河川

の水 

飲料、調理 〇 〇 × × 

手洗い、洗顔、 

歯磨き、食器

洗い 

〇 〇 × × 

風呂、洗濯 
使用しな

い 
〇 〇 × 

トイレ 
使用しな

い 
〇 〇 〇 

医療ケア用の

水 
〇 〇 × × 

     ※熊本市では、地震等の災害により広域的な断水が発生した場合において、

上水道が復旧するまでの間、これを補完するものとして、民間の事業者が
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管理する市内にある井戸の水を応急用の飲料水及び生活用水として活用す

ることで、給水の確保を図ることを目的に「災害時における井戸水の協

定」を締結しております。「災害時協力企業井戸一覧」などをＰ42～に掲

載していますので、注意事項などを確認のうえ利用して下さい。 

 

災害時における井戸水の提供      （P42） 

 3 災害時協力企業井戸一覧（P43） 

井戸所有企業名 井戸所在地 用途 

中央区 

1 
（医）起生会 表参道吉田病院 熊本市中央区北千反畑町 2 番

５号 
飲料用 

2 
ANA クラウンプラザホテル熊本ニ

ュースカイ 

熊本市中央区東阿弥陀寺町 2

番地 
飲料用 

3 
医療法人 創起会 くまもと森都

総合病院 

熊本市中央区大江 3 丁目 2 番

65 号 
生活用水 

4 
熊本内科病院 熊本市中央区手取本町 7 番 1

号 
飲料用 

5 
熊本和数奇司館 熊本市中央区上通町 7 番 35

号 
飲料用 

6 
KKR ホテル熊本 熊本市中央区千葉城町 3番 31

号 
飲料用 

7 
（株）八丁設備 熊本市中央区神水 1 丁目 14

番 68 号 
飲料用 

8 
熊本学園大学 熊本市中央区大江 2 丁目 5 番

1 号 
生活用水 

9 
一般財団法人 杏仁会 江南病院 熊本市中央区渡鹿 5 丁目 1 番

37 号 
飲料用 

10 
イオンストア九州（株）イオン熊

本中央店 

熊本市中央区大江４丁目 2 番

１号 
飲料用 

管理する市内にある井戸の水を応急用の飲料水及び生活用水として活用す

ることで、給水の確保を図ることを目的に「災害時における井戸水の協

定」を締結しております。「災害時協力企業井戸一覧」などをＰ40～に掲

載していますので、注意事項などを確認のうえ利用して下さい。 

 

災害時における井戸水の提供に関する協定（P42） 

 3 災害時協力企業井戸一覧（P43） 

井戸所有企業名 井戸所在地 用途 

中央区 

1 
（医）起生会 表参道吉田病院 熊本市中央区北千反畑町 2 番

５号 
飲料用 

2 
ANA クラウンプラザホテル熊本ニ

ュースカイ 

熊本市中央区東阿弥陀寺町 2

番地 
飲料用 

3 
医療法人 創起会 くまもと森都

総合病院 

熊本市中央区大江 3 丁目 2 番

65 号 
生活用水 

4 
熊本内科病院 熊本市中央区手取本町 7 番 1

号 
飲料用 

5 
熊本和数奇司館 熊本市中央区上通町 7 番 35

号 
飲料用 

6 
KKR ホテル熊本 熊本市中央区千葉城町 3番 31

号 
飲料用 

7 
（株）八丁設備 熊本市中央区神水 1 丁目 14

番 68 号 
飲料用 

8 
熊本学園大学 熊本市中央区大江 2 丁目 5 番

1 号 
生活用水 

9 
一般財団法人 杏仁会 江南病院 熊本市中央区渡鹿 5 丁目 1 番

37 号 
飲料用 

10 
イオンストア九州（株）イオン熊

本中央店 

熊本市中央区大江４丁目 2 番

１号 
飲料用 
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11 
（医）清和会 水前寺とうや病院 熊本市中央区水前寺 5 丁目 2

番 22 号 
飲料用 

12 
テトリアくまもとビル 熊本市中央区手取本町 8 番 1

号 
生活用水 

13 
鶴屋百貨店 熊本市中央区手取本町６番１

号 
生活用水 

14 
（株）マルショク サンリブシテ

ィくまなん 

熊本市中央区平成 3 丁目 23

番 30 号 
生活用水 

15 
（有）水前寺東濱屋 熊本市中央区出水 1 丁目 8 番

27 号 
飲料用 

16 
共栄観光株式会社 湯らっくす 熊本市中央区本荘町７２２番

地 
飲料用 

17 
社会福祉法人 慈愛園 熊本市中央区神水１丁目１４

番１号 
飲料用 

18 
スポーツクラブ＆スパ ルネサン

ス熊本南 

熊本市中央区南熊本１丁目９

番２５号   Aｃｔｙくま

もと 3F 

生活用水 

19 
社会福祉法人 ゆりえ会 熊本市中央区出水７丁目９０

番１号 
生活用水 

20 
学校法人 鎮西学園 熊本市中央区九品寺３丁目１

番１号 
生活用水 

21 
開新高等学校 熊本市中央区大江６丁目１番

３３号 
生活用水 

22 
（医）堀尾会 熊本託麻台リハビ

リテーション病院 

熊本市中央区帯山８丁目２番

１号 
飲料用 

23 
公益財団法人 熊本県立劇場 熊本市中央区大江２丁目７番

１号 
生活用水 

24 
学校法人 九州学院 熊本市中央区大江５丁目２番

１号 
生活用水 

11 
（医）清和会 水前寺とうや病院 熊本市中央区水前寺 5 丁目 2

番 22 号 
飲料用 

12 
テトリアくまもとビル 熊本市中央区手取本町 8 番 1

号 
生活用水 

13 
鶴屋百貨店 熊本市中央区手取本町６番１

号 
生活用水 

14 
（株）マルショク サンリブシテ

ィくまなん 

熊本市中央区平成 3 丁目 23

番 30 号 
生活用水 

15 
（有）水前寺東濱屋 熊本市中央区出水 1 丁目 8 番

27 号 
飲料用 

16 
共栄観光株式会社 湯らっくす 熊本市中央区本荘町７２２番

地 
飲料用 

17 
社会福祉法人 慈愛園 熊本市中央区神水１丁目１４

番１号 
飲料用 

18 
スポーツクラブ＆スパ ルネサン

ス熊本南 

熊本市中央区南熊本１丁目９

番２５号   Aｃｔｙくま

もと 3F 

生活用水 

19 
社会福祉法人 ゆりえ会 熊本市中央区出水７丁目９０

番１号 
生活用水 

20 
学校法人 鎮西学園 熊本市中央区九品寺３丁目１

番１号 
生活用水 

21 
開新高等学校 熊本市中央区大江６丁目１番

３３号 
生活用水 

22 
（医）堀尾会 熊本託麻台リハビ

リテーション病院 

熊本市中央区帯山８丁目２番

１号 
飲料用 

23 
公益財団法人 熊本県立劇場 熊本市中央区大江２丁目７番

１号 
生活用水 

24 
学校法人 九州学院 熊本市中央区大江５丁目２番

１号 
生活用水 
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25 
社会医療法人 芳和会 くわみず

病院 

熊本市中央区神水１丁目１４

番４１号 
生活用水 

26 
出水神社 熊本市中央区水前寺公園８番

１号 
生活用水 

27 
ＫＫＴくまもと県民テレビ 熊本市中央区大江 2 丁目 1 番

10 号 
生活用水 

28 
日栄平井株式会社 熊本市中央区新町 3 丁目 1 番

20 号 
生活用水 

29 
株式会社 岩永組 熊本市中央区南熊本 4 丁目 4

番 10 号 
生活用水 

30 
（有）オモキ屋 オモケンパーク 熊本市中央区上通町７番７－

１号 
飲料用 

東 区 

1 
熊本バス（株） 熊本市東区画図町重富 600 番

地 
生活用水 

2 
西日本エレクトロニクス工業

（株） 

熊本市東区長嶺西１丁目８番

34 号 
生活用水 

3 
（社福）長嶺会 もみの木園 熊本市東区長嶺東 5 丁目 6 番

123 号 
飲料用 

4 
熊本乳業（株） 熊本市東区鹿帰瀬町 431 番 1

号 
飲料用 

井戸所有企業名 井戸所在地 用途 

5 
熊本県酪農業協同組合連合会熊本

工場 

熊本市東区戸島 5 丁目 10 番

15 号 
飲料用 

6 
千代田工業株式会社 熊本市東区尾ノ上 2 丁目 18

番 3 号 
生活用水 

7 
熊本県立大学 熊本市東区月出 3 丁目 1 番

100 号 
飲料用 

25 
社会医療法人 芳和会 くわみず

病院 

熊本市中央区神水１丁目１４

番４１号 
生活用水 

26 
出水神社 熊本市中央区水前寺公園８番

１号 
生活用水 

27 
ＫＫＴくまもと県民テレビ 熊本市中央区大江 2 丁目 1 番

10 号 
生活用水 

28 
日栄平井株式会社 熊本市中央区新町 3 丁目 1 番

20 号 
生活用水 

29 
株式会社 岩永組 熊本市中央区南熊本 4 丁目 4

番 10 号 
生活用水 

30 
（有）オモキ屋 オモケンパーク 熊本市中央区上通町７番７－

１号 
飲料用 

東 区 

1 
熊本バス（株） 熊本市東区画図町重富 600 番

地 
生活用水 

2 
西日本エレクトロニクス工業

（株） 

熊本市東区長嶺西１丁目８番

34 号 
生活用水 

3 
（社福）長嶺会 もみの木園 熊本市東区長嶺東 5 丁目 6 番

123 号 
飲料用 

4 
熊本乳業（株） 熊本市東区鹿帰瀬町 431 番 1

号 
飲料用 

井戸所有企業名 井戸所在地 用途 

5 
熊本県酪農業協同組合連合会熊本

工場 

熊本市東区戸島 5 丁目 10 番

15 号 
飲料用 

6 
千代田工業株式会社 熊本市東区尾ノ上 2 丁目 18

番 3 号 
生活用水 

7 
熊本県立大学 熊本市東区月出 3 丁目 1 番

100 号 
飲料用 
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8 ＪＡ熊本果実連 熊本市東区小山町 1846 番地 飲料用 

9 
熊本総合鉄工団地協同組合 熊本市東区長嶺西 1 丁目 4 番

28 号 
生活用水 

10 
くまもと成仁病院 熊本市東区戸島２丁目３番１

５号 
生活用水 

11 
（業） 石坂グループ 熊本市東区戸島町２８７４番

地 
生活用水 

12 
（福）百八会 シルバーピアさく

ら樹 

熊本市東区佐土原３丁目１２

番２６号 
飲料用 

13 
（福）明芳会 熊本市東区長嶺南４丁目１２

番６５号 
生活用水 

14 
熊本味岡生コンクリート（株） 熊本市東区戸島西２丁目６番

３号 
生活用水 

15 
日研工業 株式会社 熊本市東区長嶺南７丁目１番

６号 
生活用水 

16 
株式会社 アネシス 熊本市東区長嶺南８丁目８番

５５号 
飲料用 

17 
九州高速道路ターミナル（株） 熊本市東区小山３丁目２番５

０号 
飲料用 

北 区 

1 熊本機能病院 熊本市北区山室 6 丁目 8 番 1

号 
飲料用 

2 株式会社 弘乳舎 熊本市北区高平 3 丁目 43 番

2 号 
飲料用 

3 株式会社 まるふく 熊本市北区和泉町 654 番 1号 生活用水 

4 （株）リョーユーパン熊本工場 熊本市北区植木町舞尾 671 番

地 
飲料用 

5 （株）フンドーダイ五葉 熊本市北区楠野町 972 番地 飲料用 

8 ＪＡ熊本果実連 熊本市東区小山町 1846 番地 飲料用 

9 
熊本総合鉄工団地協同組合 熊本市東区長嶺西 1 丁目 4 番

28 号 
生活用水 

10 
くまもと成仁病院 熊本市東区戸島２丁目３番１

５号 
生活用水 

11 
（業） 石坂グループ 熊本市東区戸島町２８７４番

地 
生活用水 

12 
（福）百八会 シルバーピアさく

ら樹 

熊本市東区佐土原３丁目１２

番２６号 
飲料用 

13 
（福）明芳会 熊本市東区長嶺南４丁目１２

番６５号 
生活用水 

14 
熊本味岡生コンクリート（株） 熊本市東区戸島西２丁目６番

３号 
生活用水 

15 
日研工業 株式会社 熊本市東区長嶺南７丁目１番

６号 
生活用水 

16 
株式会社 アネシス 熊本市東区長嶺南８丁目８番

５５号 
飲料用 

17 
九州高速道路ターミナル（株） 熊本市東区小山３丁目２番５

０号 
飲料用 

北 区 

1 熊本機能病院 熊本市北区山室 6 丁目 8 番 1

号 
飲料用 

2 株式会社 弘乳舎 熊本市北区高平 3 丁目 43 番

2 号 
飲料用 

3 株式会社 まるふく 熊本市北区和泉町 654 番 1号 生活用水 

4 （株）リョーユーパン熊本工場 熊本市北区植木町舞尾 671 番

地 
飲料用 

5 （株）フンドーダイ五葉 熊本市北区楠野町 972 番地 飲料用 
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6 明生病院 熊本市北区大窪 2 丁目 6 番

20 号 
生活用水 

7 （株）フードパル熊本（とれたて

市） 

熊本市北区和泉町 189 番地

24 
飲料用 

8 熊本カーハイテクセンター協同組

合 

熊本市北区明徳町字台良 205

番 
生活用水 

9 博陽工業（株） 熊本市北区植木町岩野 1657

番 2 号 
飲料用 

10 医療法人 横田会 向陽台病院 熊本市北区植木町鐙田 1025

番地 
飲料用 

11 （株）ＪＳＰ九州工場 熊本市北区植木町宮原 553 番

地 
飲料用 

12 ホシサン株式会社 熊本市北区龍田弓削 1 丁目

28 番 8 号 
飲料用 

13 平田機工（株）本社／熊本工場 熊本市北区植木町一木１１１

番地 
生活用水 

14 社会福祉法人 青山会 熊本市北区鹿子木町４０５番

地 
生活用水 

15 チャレンジめいとくの里 熊本市北区明徳町７０５番地

１ 
生活用水 

16 TKU テレビ熊本 熊本市北区徳王 1 丁目 8 番 1

号 
飲料水 

南 区 

1 
コカ・コーラウエスト（株）熊本

工場 

熊本市南区南高江 3 丁目 5 番

1 号 
飲料用 

2 
医療法人小林会 介護老人保健施

設 桔梗苑 

熊本市南区城南町沈目 1481

番地 
飲料用 

3 
みなみＹＭＣＡ 熊本市南区田迎 5 丁目 12 番

50 号 
生活用水 

6 明生病院 熊本市北区大窪 2 丁目 6 番

20 号 
生活用水 

7 （株）フードパル熊本（とれたて

市） 

熊本市北区和泉町 189 番地

24 
飲料用 

8 熊本カーハイテクセンター協同組

合 

熊本市北区明徳町字台良 205

番 
生活用水 

9 博陽工業（株） 熊本市北区植木町岩野 1657

番 2 号 
飲料用 

10 医療法人 横田会 向陽台病院 熊本市北区植木町鐙田 1025

番地 
飲料用 

11 （株）ＪＳＰ九州工場 熊本市北区植木町宮原 553 番

地 
飲料用 

12 ホシサン株式会社 熊本市北区龍田弓削 1 丁目

28 番 8 号 
飲料用 

13 平田機工（株）本社／熊本工場 熊本市北区植木町一木１１１

番地 
生活用水 

14 社会福祉法人 青山会 熊本市北区鹿子木町４０５番

地 
生活用水 

15 チャレンジめいとくの里 熊本市北区明徳町７０５番地

１ 
生活用水 

16 TKU テレビ熊本 熊本市北区徳王 1 丁目 8 番 1

号 
飲料水 

南 区 

1 
コカ・コーラウエスト（株）熊本

工場 

熊本市南区南高江 3 丁目 5 番

1 号 
飲料用 

2 
医療法人小林会 介護老人保健施

設 桔梗苑 

熊本市南区城南町沈目 1481

番地 
飲料用 

3 
みなみＹＭＣＡ 熊本市南区田迎 5 丁目 12 番

50 号 
生活用水 
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4 
五木食品（株） 熊本市南区城南町坂野 945 番

地 
飲料用 

5 
うなぎの徳永 富合店 熊本市南区富合町清藤 83 番

1 号 
生活用水 

6 
日豊食品工業（株） 熊本市南区城南町築地 624 番

19 号 
生活用水 

井戸所有企業名 井戸所在地 用途 

7 
アイシン九州（株） 熊本市南区城南町舞原字西５

００番 1 号 
飲料用 

8 
医療法人 博光会 御幸病院 熊本市南区御幸笛田 6 丁目 7

番 40 号 
飲料用 

9 
熊本県養鰻漁業協同組合 熊本市南区富合町釈迦堂 666

番地 
飲料用 

10 
(社)恩賜財団 済生会熊本病院 外

来がん治療センター 

熊本市南区近見５丁目４番１

号 
飲料用 

11 
医療法人 社団  井上会  熊本

光洋台病院 

熊本市南区城南町今吉野１０

２０番地 
飲料用 

12 
社会福祉法人 恵春会 障害者支

援施設 くまむた荘 

熊本市南区城南町沈目１５０

２番地 
飲料用 

  
                        

   
     

13 
（特定医） 萬生会 熊本第一病

院 

熊本市南区田迎町田井島２２

４番地 
飲料用 

14 
イケダ食品（株） 熊本市南区護藤町８６１番地

８ 
飲料用 

15 （医）杏和会 城南病院 熊本市南区城南町舞原無番地 飲料用 

16 
特別養護老人ホーム こぼり苑 熊本市南区護藤町１５８６番

地 
生活用水 

4 
五木食品（株） 熊本市南区城南町坂野 945 番

地 
飲料用 

5 
うなぎの徳永 富合店 熊本市南区富合町清藤 83 番

1 号 
生活用水 

6 
日豊食品工業（株） 熊本市南区城南町築地 624 番

19 号 
生活用水 

井戸所有企業名 井戸所在地 用途 

7 
アイシン九州（株） 熊本市南区城南町舞原字西５

００番 1 号 
飲料用 

8 
医療法人 博光会 御幸病院 熊本市南区御幸笛田 6 丁目 7

番 40 号 
飲料用 

9 
熊本県養鰻漁業協同組合 熊本市南区富合町釈迦堂 666

番地 
飲料用 

10 
(社)恩賜財団 済生会熊本病院 外

来がん治療センター 

熊本市南区近見５丁目４番１

号 
飲料用 

11 
医療法人 社団  井上会  熊本

光洋台病院 

熊本市南区城南町今吉野１０

２０番地 
飲料用 

12 
社会福祉法人 恵春会 障害者支

援施設 くまむた荘 

熊本市南区城南町沈目１５０

２番地 
飲料用 

13 
有限会社 井上製餡所 熊本市南区護藤町８６１番１

１号 
生活用水 

14 
（特定医） 萬生会 熊本第一病

院 

熊本市南区田迎町田井島２２

４番地 
飲料用 

15 
イケダ食品（株） 熊本市南区護藤町８６１番地

８ 
飲料用 

16 （医）杏和会 城南病院 熊本市南区城南町舞原無番地 飲料用 

17 
特別養護老人ホーム こぼり苑 熊本市南区護藤町１５８６番

地 
生活用水 
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17 
社会福祉法人 熊本南福祉会 熊本市南区平成２丁目６番９

号 
生活用水 

18 
軽費老人ホーム 富貴苑  熊本市南区御幸笛田６丁目６

番７０号 
飲料用 

19 
特別養護老人ホーム みゆき園 熊本市南区御幸笛田６丁目６

番７１号 
飲料用 

20 
株式会社 城南曙生コンクリート 熊本市南区城南町塚原２０４

番地１ 
飲料用 

21 
松栄グループ 熊本市南区田迎 1 丁目 4 番 6

号 
生活用水 

22 
西日本食品工業株式会社 熊本市南区幸田 2 丁目 6 番

1 号 
生活用水 

西 区 

1 金剛（株） 熊本市西区上熊本 3 丁目 8 番

1 号 
生活用水 

2 桜が丘病院 熊本市西区池田 3 丁目 44 番

1 号 
生活用水 

3 （株）エコポート九州 熊本市西区新港 1 丁目 4 番

10 号 
生活用水 

4 株式会社 ヒライ 本社工場 熊本市西区春日 7 丁目 26 番

70 号 
飲料用 

5 熊本市場冷蔵株式会社 熊本市西区田崎町 484 番地 生活用水 

6 和の郷 熊本市西区中原町 504 番地 生活用水 

7 ザ・ニューホテル熊本 熊本市西区春日１丁目１３番

１号 
飲料用 

8 （株）TaKuRoo 熊本市西区上熊本３丁目１番

３６号 
生活用水 

18 
社会福祉法人 熊本南福祉会 熊本市南区平成２丁目６番９

号 
生活用水 

19 
軽費老人ホーム 富貴苑  熊本市南区御幸笛田６丁目６

番７０号 
飲料用 

20 
特別養護老人ホーム みゆき園 熊本市南区御幸笛田６丁目６

番７１号 
飲料用 

21 
株式会社 城南曙生コンクリート 熊本市南区城南町塚原２０４

番地１ 
飲料用 

22 
松栄グループ 熊本市南区田迎 1 丁目 4 番 6

号 
生活用水 

23 
西日本食品工業株式会社 熊本市南区幸田 2 丁目 6 番

1 号 
生活用水 

西 区 

1 金剛（株） 熊本市西区上熊本 3 丁目 8 番

1 号 
生活用水 

2 桜が丘病院 熊本市西区池田 3 丁目 44 番

1 号 
生活用水 

3 （株）エコポート九州 熊本市西区新港 1 丁目 4 番

10 号 
生活用水 

4 株式会社 ヒライ 本社工場 熊本市西区春日 7 丁目 26 番

70 号 
飲料用 

5 熊本市場冷蔵株式会社 熊本市西区田崎町 484 番地 生活用水 

6 和の郷 熊本市西区中原町 504 番地 生活用水 

7 ザ・ニューホテル熊本 熊本市西区春日１丁目１３番

１号 
飲料用 

8 （株）ミハナタクシー 熊本市西区上熊本３丁目１番

３６号 
生活用水 
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9 高齢者総合福祉施設 三和荘 熊本市西区城山大塘４丁目１

番１５号 
生活用水 

10 熊本推進建設株式会社 熊本市西区蓮台寺１丁目１３

番６号 
生活用水 

11 （福）同胞友愛会 友愛会銀杏寮 熊本市西区春日５丁目１７番

３６号 
飲料用 

 

 ◆ 防災井戸（P46） 

番号 所在地 用途 

西区 

1 
熊本市西区春日３丁目 601-11 

（熊本駅白川口駅前広場） 
生活用水 

 

 ◆ 地下水位観測井戸一覧（P46） 

番号 所在地 用途 

中央区 

1 
熊本市中央区琴平１丁目 9-43 

（春竹小学校） 
生活用水 

東区 

1 
熊本市東区月出 6 丁目 2-147 

（月出地域コミュニティセンター） 
生活用水 

2 
熊本市東区上南部２丁目 21-1 

（東部中学校） 
生活用水 

北区 

1 
熊本市北区鹿子木町 66 

（北部まちづくりセンター・公民館） 
生活用水 

南区 

9 高齢者総合福祉施設 三和荘 熊本市西区城山大塘４丁目１

番１５号 
生活用水 

10 熊本推進建設株式会社 熊本市西区蓮台寺１丁目１３

番６号 
生活用水 

11 （福）同胞友愛会 友愛会銀杏寮 熊本市西区春日５丁目１７番

３６号 
飲料用 

 

 （新設）（P46） 

 

 

 

 

 

 
 

（新設）（P46） 
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1 
熊本市南区幸田２丁目 4-1 

（幸田まちづくりセンター・公民館） 
生活用水 

2 
熊本市南区良町４丁目 8-1 

（浜線健康パーク） 
生活用水 

3 
熊本市南区刈草２丁目 10-1 

（力合小学校） 
生活用水 

西区 

1 
熊本市西区河内町船津 791 

（河内交流室・公民館） 
生活用水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/18 

改訂後 改訂前 

各方式での避難所受付フロー（P53） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設）（P53） 

 

 

 

 


